別紙様式１（第３条関係）
利益相反に関する自己申告書
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
申告日： 令和 年 月 日
広報・研究振興室長　殿

利益相反に関する状況は下記のとおりです。

	申告者所属
	

	申告者名　(自署)

	



	１．下記①～⑳の経済的利害関係 ・産学連携活動等 の関係をもつ法人等（企業・団体など。国外の組織・機関を含む）の有無について該当する方へ〇を付してください。
有の場合は ２．へ内容をご記入ください。
〔 申告対象期間：　令和 　 年度 (見込みを含む ) 〕
※別紙「宮城教育大学における研究インテグリティの確保に関するチェックリスト」をチェックの上、以下の項目に回答してください。

	有 ・ 無 （該当するものに○）「有」次頁へ・「無」回答終了

	①未公開株の保有 [１株以上 (但し、株式公開後１年以内も含む )] 、LLC 、LLP 、有限会社等への出資
②公開株の保有 [発行済み株の 5% 以上の保有 ]
③新株予約権の保有 [未行使 ]
④融資、保証の提供を受ける [銀行などの金融機関以外 ]
⑤年間 100 万円以上の収入 1）[一法人から受ける収入の総額 ]
⑥知的財産権 [特許、著作権等の移転 ]2）による年間 200 万円以上のロイヤリティ収入 [個人への分配分と研究室への分配分の合計額 ]
⑦企業、非営利法人 [特定非営利活動法人 (NPO) 、財団法人、社団法人、医療法人等 ]の役員に従事
⑧年間 200 万円以上 3）の寄附金の受入 4）
⑨年間 200 万円以上 3）の研究助成金の受入 4） 
⑩年間 200 万円以上 3）の共同研究の実施 4）
⑪年間 200 万円以上 3）の受託研究 [治験を含む ]の実施 4） 
⑫年間 200 万円以上 3）の受託業務 [コンソーシアムを含む ]の実施 4）
⑬年間 200 万円以上 3）の学術指導の実施 4）
⑭無償で物品の提供を受ける、無償で物品を借用する、または、無償で役務提供を受ける [総額 200 万円以上に相当する場合で、契約・覚書等の有無を問わない
(但し、本学で規定された共同研究・受託研究等の研究契約に含まれる場合は除く)]
⑮寄附講座・寄附研究部門教職員 [研究において寄附元の製品を使用する場合 ]
⑯受託研究員等の受入 4）
⑰法人等への学生の関与 5）
⑱年間 300 万円を超える物品・設備・システム等購入及び業務委託 [教育研究のほか、仕様策定や機種選定、 学内管理運営の職責上、物品等導入に携わる場合も対象。また、機器の修理等、役務も含む。]6） 
⑲共同研究講座・共同研究部門教職員
⑳その他①～⑲以外の、経済的利害関係がある、または、産学連携活動等を実施している（国外の組織・機関と経済的利害関係がある、または、産学連携活動等を実施している場合を含む）7)


1) 兼業報酬、株式の売却・配当などを対象とします。また、国内における中央省庁、独立行政法人（国立研究開発法人等を含む）、地方公共団体からの収入、学校からの収入及び医療機関等からの医療行為に関する収入は含みません。
2) TLO を介している場合は、実際に技術が移転された企業との関係をご記入ください。また、その際は、TLO を介している旨ご記入ください。
3) 当該法人から受入れる総額であり、間接経費、研究料、消費税、全てを含みます。
4) 国内外の公的研究機関からの受け入れは含みません。
5) 法人等との産学連携活動に誓約書をとって学生を参加させる場合、また、誓約書がない場合でも申告者が関係する法人等へ学生を参加させる場合は、ご記入ください。
6) 年間300万円には、小額の積み上げも含みます。職責上とは、物品購入等にあたって、決定権のある立場、また、決定のために設置された学内委員会の委員 (長)をいいます。
7) 兼業報酬は年間100万円以上、寄附金等の受入及び共同研究、受託研究等の実施の場合は年間200万円以上が申告の対象となります。基準未満の場合の申告は不要です。ただし、国外の組織・機関との経済的利害関係または産学連携活動等がある場合は、他の項目の申告基準に該当しない事項であっても、この項目に○を付けて申告してください。
◎その他、上記に含まれず、何らかの金銭的価値をもつと思われる提供があった場合、研究支援・多文化共生推進課　研究支援係へご連絡ください。

	２．経済的利害関係 ・産学連携活動等 の関係をもつ法人等（企業・団体など。国外の組織・機関を含む）の具体的関係を記載してください。（欄が不足する場合は追加してください）

	法人名
	Ⅰ経済的利害関係及び産学連携活動等の関係（下欄を参照）

	
	
	Ⅰ－A　経済的利害関係・産学連携活動等の関係
	

	
	
	Ⅰ－B　時期・期間
	

	
	
	Ⅰ－C　金額（内訳）
	□無報酬　 
□100万円未満
□100万円以上 200万円未満
□200万円以上 500万円未満
□500万円以上 
□株保有
［　　　　　　　　　　　　　　　　　　］

	
	Ⅱ法人等との関わり（下欄を参照）
	

	
	Ⅲ公的研究費との関係（下欄を参照）

	
	
	Ⅲ－A　研究費の提供元
	

	
	
	Ⅲ－B　金額
	□200万円未満
□200万円以上 500万円未満
□500万円未満

	法人名
	Ⅰ経済的利害関係及び産学連携活動等の関係（下欄を参照）

	
	
	Ⅰ－A　経済的利害関係・産学連携活動等の関係
	

	
	
	Ⅰ－B　時期・期間
	

	
	
	Ⅰ－C　金額（内訳）
	□無報酬　 
□100万円未満
□100万円以上 200万円未満
□200万円以上 500万円未満
□500万円以上 
□株保有
［　　　　　　　　　　　　　　　　　　］

	
	Ⅱ法人等との関わり（下欄を参照）
	

	
	Ⅲ公的研究費との関係（下欄を参照）

	
	
	Ⅲ－A　研究費の提供元
	

	
	
	Ⅲ－B　金額
	□200万円未満
□200万円以上 500万円未満
□500万円未満



Ⅰ 経済的利害関係 及び 産学連携活動等の関係
Ⅰ-A：１．欄に記載の法人との関係について、該当する①～⑳の番号をご記入ください。
Ⅰ-B：Ⅰ-Ａでご記入の事項について、その取得、融資・保証、各提供を受けた時期、収入を得た時期及び産学連携活動等の実施又は契約期間、従事期間を記入してください。
Ⅰ-C：その金額の該当する箇所に✔を付してください。また、その内容を以下を参考にして 〔 〕にご記入ください。
Ⅰ-Ａで ①、②又は ③の株保有を選択した場合、 Ⅰ-Bにその取得日、 Ⅰ-Cには、株保有に✔を付し、保有株数と全発行済株数及び株価 (取得原価 )をご記入ください。
⇒ 記入例 Ⅰ-C ☑株保有 〔保有株 100 万円（ 20 株×@5 万円）、全発行済株数 100 株〕
Ⅰ-Aで⑤を選択した場合、 Ⅰ-Bに取得する時期・期間、 Ⅰ-Cには、報酬額の該当する箇所に✔を付し、その内容をご記入ください。
⇒ 記入例 Ⅰ-C ☑100 万円以上 200 万円未満 〔講演料 〕
Ⅰ-Aで⑭を選択した場合、 Ⅰ-Bに提供・借用の期間、 Ⅰ-Cには、提供・借用物品の金額の該当箇所に✔を付し、その内容を記入し、契約有の場合は契約書を添付してください。
⇒ 記入例 Ⅰ-C ☑500 万円以上 〔測定機器を研究室へ借用中（契約有） 〕
Ⅰ-Aで⑱を選択した場合、 Ⅰ-Bに購 入日、 Ⅰ-Cには、購入物品の金額の該当箇所に✔を付し、購入した物品の名称をご記入ください。
⇒ 記入例 Ⅰ-C ☑500 万円以上 〔分析機器の購入 〕

Ⅱ 法人等との関わり
法人等との関わりについて以下の(あ)～(つ)より選び、上記の Ⅱに記入してください。
(あ) 自ら創業 　(い) 親族が創業 　(う) 同僚・知人・学生等が創業 　(え) 社長・会長に就任 　　(お) 役付取締に就任 (代表権有 )　 (か) 役付取締に就任 (代表権無 )　(き) その他の取締役に就任 (く） 監査役に就任　 (け) 有限責任社員　 (こ) 無限責任社員 　(さ) 理事長に就任 　(し) 理事に就任 　(す) その他の法人役員に就任 　(せ) 親族が役員　(そ) 同僚・知人・学生等が役員 　(た) 兼業（技術顧問、技術アドバイザー、講師等に就任）を実施　 (ち) その他（役職名がある場合 記入してください） 　(つ) なし

Ⅲ 公的研究費との関係
Ⅲ-A：Ⅰ-Aでご申告いただいた、法人との経済的利害関係または産学連携活動等に関係する公的研究費の受入れがありましたら、研究費の提供元について以下の (a) ～(f)より選び、上記の表Ⅲ-Ａにご記入ください。
(a)文科省 (JST ・学振等の関連ファンディング機関を含む）　(b) 経済産業省 (NEDO 等の関連ファンディング機関を含む ) 　 (c) 厚生労働省　(d)AMED( 国立研究開発法人日本医療研究開発機構）　
(d)外国の政府機関・研究機関・学術機関（具体的に記入してください）　(f) その他（具体的に記入してください）
Ⅲ-B：Ⅲ-Aでご記入いただいた公的研究費の金額について、 Ⅲ-Bの該当する箇所に✔を付してください。
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[bookmark: bookmark0][bookmark: bookmark1][bookmark: bookmark3]所属　　　　　　 　職名　　　　　　　 氏名　　　　　　　　　　　　

	項目
	回答
	担当部署

	1.全般的な事項
	
	

	外国の機関・大学等との共同研究や交流等(資金、施設・設備・機器等の物品、人材の受入れを含む。)に伴う、利益相反・責務相反が適切に管理されないリスク、技術流出・情報流出につながるリスク、信頼の低下リスク(※)等のリスク(以下単に「リスク」という。)に留意するとともに、リスクが懸念される場合には所属機関の担当部署に相談等をしていますか？
	☐はい
☐いいえ
☐該当なし
	・研究支援・多文化共生推進課 研究支援係
・経営企画課 人事係
・財務課　調達係

	※例えば、研究公募への応募において、研究者が、海外では制限が講じられている外国機関との共同研究の情報を提出しなかったことにより、虚偽記載や利益相反を疑われるような事態になり、本人の信頼が低下するリスク

	研究活動の透明性の確保に係る情報(職歴・研究経歴、現在の全ての所属機関・役職(兼業や、外国の人材登用プログラムへの参加、雇用契約のない名誉教授等を含む。)、外部機関から受けている各種の支援) について、所属機関の規程等に基づき、担当部署に適切な報告等を行っていますか？
	☐はい
☐いいえ
☐該当なし
	・経営企画課 人事係
・研究支援・多文化共生推進課 研究支援係

	2.外国の機関・大学等との連携・契約や、外国からの報酬・物品の提供に係る手続きに関する事項

	外国の機関•大学等との連携・契約において覚書（Memorandum of Understanding： MOU)等の書面を交わす際、所属機関の規程等に基づき担当部署に確認や判断を求めるなど、適切な手続き(契約書面などの提示、参加メンバー情報の提示を含む。)を経ていますか？
	☐はい
☐いいえ
☐該当なし
	・研究支援・多文化共生推進課 研究支援係、多文化共生推進係

	外国の機関・大学等から補助金や助成金・報酬(※)・物品の提供を受ける際、所属機関に報告等を行い、上述のリスクが懸念されるようになった場合には、所属機関の担当部署に相談等をしていますか？
	☐はい
☐いいえ
☐該当なし
	・研究支援・多文化共生推進課　研究支援係
・経営企画課　総務係
・経営企画課 人事係
・財務課　調達係

	※報酬：奨励金、兼業の給与、賞金、贈答品、寄附金、出張費、講演料、執筆料等
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	外国の機関・大学等と長期間にわたって連携・契約している場合、相手方の参加メンバーや共同で行う研究内容に変化がないかを確認し、実質的な変更があった場合に所属機関の担当部署に報告等し、上述のリスクが懸念されるようになった場合も、所属機関の担当部署に相談等をしていますか？
	☐はい
☐いいえ
☐該当なし
	・研究支援・多文化共生推進課　研究支援係

	外国の機関・大学等との書面を交わさない連携や報酬・物品の提供の無い連携を行う場合であっても、リスクがあり得ることを認識し、リスクが懸念されるようになった場合には、所属機関の担当部署に相談等をしていますか？
	☐はい
☐いいえ
☐該当なし
	・研究支援・多文化共生推進課　研究支援係

	特定の外国に長期の出張や高頻度な出張を行う場合、必要に応じて所属機関の担当部署に報告等し、リスクが懸念されるようになった場合に、所属機関の担当部署に相談等をしていますか？
	☐はい
☐いいえ
☐該当なし
	・研究支援・多文化共生推進課　研究支援係
・経営企画課 総務係

	外国の機関・大学等と共同で行う研究の過程において、我が国の安全保障や経済・社会に悪影響を及ぼす等の共同研究の目的外使用をされるリスクがあり得ることに留意し、技術情報を提供する際の事前確認や技術情報の管理を適切に行い、当該リスクが懸念されるようになった場合に、所属機関の担当部署に相談等をしていますか？
	☐はい
☐いいえ
☐該当なし
	・研究支援・多文化共生推進課　研究支援係


	3.外国の機関・大学等との連携・契約の相手方に関する事項

	外国の機関・大学等と連携・契約する場合、その組織や相手方の参加メンバーについての情報、連携・契約の目的を確認していますか？
	☐はい
☐いいえ
☐該当なし
	・研究支援・多文化共生推進課　研究支援係
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    1   /  2     別紙様式１（第 ３ 条関係）   利益相反に関する自己申告書   ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――   申告日：   令和   年   月   日   広報・研究振興室 長   殿     利益相反に関する状況は下記のとおりです。    

申告者所属   

申告者名   ( 自署 )     

 

１．下記①～⑳の経済的利害関係   ・産学連携活動等   の関係をもつ法人等（企業・団体 など 。 国外 の組織・ 機関を含む ）の 有無について該当する方へ〇 を付してください。   有の場合は   ２．へ内容をご記入ください。   〔   申告対象期間：   令和       年度   ( 見込みを含む   )  〕   ※別紙「宮城教育大学における研究インテグリティの確保に関するチェックリスト」を チェックの 上、以下の項目に回答してください。  

有   ・   無   （該当するものに ○ ） ➝ 「有」次頁へ・「無」回答終了  

①未公開株の保有   [ １株以上   ( 但し、株式公開後１年以内も含む   )]  、 LLC  、 LLP  、有限会社等への 出資   ②公開株の保有   [ 発行済み株の   5%  以上の保有   ]   ③ 新株予約権の保有   [ 未行使   ]   ④融資、保証の提供を受ける   [ 銀行などの金融機関以外   ]   ⑤ 年間   100  万円以上の収入   1 ） [ 一法人から受ける収入の総額   ]   ⑥知的財産権   [ 特許、著作権等の移転   ] 2 ） による年間   200  万円以上のロイヤリティ収入   [ 個人への分 配分と研究室への分配分の合計額   ]   ⑦企業、非営利法人   [ 特定非営利活動法人   ( NPO)   、財団法人、社団法人、医療法人等   ] の役員に従事   ⑧年間   200  万円以上   3 ） の寄附金の受入   4 ）   ⑨ 年間   200  万円以上   3 ） の研究助成金の受入   4 ）     ⑩ 年間   200  万円以上   3 ） の共同研究の実施   4 ）   ⑪年間   200  万円以上   3 ） の受託研究   [ 治験を含む   ] の実施   4 ）     ⑫ 年間   200  万円以上   3 ）の受託業務   [ コンソーシアムを含む   ] の実施   4 ）   ⑬ 年間   200  万円以上   3 ） の学術指導の実施   4 ）   ⑭無償で物品の提供を受ける、無償で物品を借用する、または、無償で役務提供を受ける   [ 総額   200  万円以上に相当する場合で、契約・覚書等の有無を問わない   ( 但し、本学で規定された共同研究・受託研究等の研究契約に含まれる場合は除く )]   ⑮寄附講座・寄附研究部門教職員   [ 研究において寄附元の製品を使用する場合   ]   ⑯ 受託研究員等の受入   4 ）   ⑰ 法人等への学生の関与   5 ）   ⑱年間   300  万円を超える物品・設備・システム等購入及び業務委託   [ 教育研究のほか、仕様策定や機 種選定、   学内管理運営の職責上、物品等導入に携わる場合も対象。 また、機器の修理等、役務も含 む。 ] 6 ）     ⑲ 共同研究講座・共同研究部門教職員   ⑳ その他 ① ～ ⑲ 以外の、経済的利害関係がある、または、産学連携活動等を実施している （国外 の組 織・ 機関と 経済的利害関係がある、 または 、 産学連携活動 等を 実施している場合を含む） 7)  

1)  兼業報酬、株式の売却・配当などを対象とします。また、国内における中央省庁、独立行政法人（国立研究開発法 人等を含む）、地方公共団体からの収入、学校からの収入及び 医療機関等からの医療行為に関する収入は含みませ ん。   2) TLO  を介している場合は、実際に技術が移転された企業との関係をご記入ください。また、その際は、 TLO  を介し ている旨ご記入ください。   3)  当該法人から受入れる総額であり、間接経費、研究料、消費税、全てを含みます。   4)  国内外の公的研究機関からの受け入れは含みません。  

